
令和 6 年度実施施策に係る政策評価の事前分析表 R6 - ⑨ )

目標 ３－３

令和 7年 8月

基準年度 目標年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

− − − − − − －

99.1 99.1 − − − − －

− − − − − − －

93.1 92.4 − − − − －

− − − − − − －

53.6 50.3 − − − − －

− − − − − − －

78.6 79.8 − − − − －

− − − − − − －

88.3 87.8 − − − − －

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠 達成年度ごとの実績値

達成すべき目標
水質汚濁に係る環境基準等達成率の向上等により、健全な水循環の確保を目指す。また、廃棄物の海洋投棄の規制等により、海洋環境の保全を図る。このほか、安全な
水道水の供給が行えるよう、適切な水道水質基準の設定等を行う。

政策体系上の
位置付け

３．大気・水・土壌環境等の保全

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

第六次環境基本計画（令和6年5月21日閣議決定）
水循環基本計画（平成27年7月10日閣議決定）
第六次瀬戸内海環境保全基本計画（令和４年2月25日閣議決定）
海岸漂着物処理推進法に基づく基本的な方針（令和元年5月31日閣議決定）
第４期海洋基本計画（令和５年４月28日閣議決定）

（環境省

施策名 水環境の保全（海洋環境の保全を含む。） 担当部局名

水・大気環境局
環境管理課
環境汚染対策室
海洋環境課
海洋プラスチック汚染対策室
海域環境管理室
水道水質・衛生管理室

施策の概要

水質汚濁に係る環境基準等の目標を設定して、その達成状況の改善を図るとともに、適切な地下水管理を推進し、健全な水循環の確保に向けた取組を推進する。また、海
洋環境の保全に向けて国際的な連携の下、国内における廃棄物の海洋投棄の規制等による海洋汚染の防止を図る。更に、海洋ごみ対策について、海岸漂着物処理推進
法に基づく回収・処理、国内での廃棄物の適正処理等の推進による陸域等からの海洋ごみの発生抑制、海洋ごみの実態把握のための調査研究、国際的連携等に取り組
む。加えて安全で良質な水道水の確保を図るため、最新の科学的知見や浄水における検出状況を踏まえて水道法に基づく水質基準の逐次見直し等を行う。

政策評価実施予定時期 政策評価実施時期

環境基本法第16条に基づく環境基準は、「人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められた
ものであり、生活環境の保全を図る上で、環境基準達成率は水環境の状況を把握するものとして的確であるため、測定指標として選定したも
の。

2

公共用水域に
おける水質環
境基準の達
成率（生活環
境項目ＢＯＤ/
ＣＯＤ）（％）
（海域）

－ － 100 －
環境基本法第16条に基づく環境基準は、「人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められた
ものであり、生活環境の保全を図る上で、環境基準達成率は水環境の状況を把握するものとして的確であるため、測定指標として選定したも
の。

2

公共用水域に
おける水質環
境基準の達
成率（生活環
境項目ＢＯＤ/
ＣＯＤ）（％）
（湖沼）

－ － 100 －

環境基本法第16条に基づく環境基準は、「人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められた
ものであり、人の健康の保護を図るうえで、環境基準達成率は水環境の状況を把握するものとして的確であるため、測定指標として選定した
もの。

2

公共用水域に
おける水質環
境基準の達
成率（生活環
境項目ＢＯＤ/
ＣＯＤ）（％）
（河川）

－ － 100 －
環境基本法第16条に基づく環境基準は、「人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められた
ものであり、生活環境の保全を図る上で、環境基準達成率は水環境の状況を把握するものとして的確であるため、測定指標として選定したも
の。

1

公共用水域に
おける水質環
境基準の達
成率（健康項
目）（％）

－ － 100 －

環境基本法第16条に基づく環境基準は、「人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められた
ものであり、生活環境の保全を図る上で、環境基準達成率は水環境の状況を把握するものとして的確であるため、測定指標として選定したも
の。

2

公共用水域に
おける水質環
境基準の達
成率（生活環
境項目ＢＯＤ/
ＣＯＤ）（％）
【全体】

－ － 100 －



− − − − − − －

94.9 94.7 − − − − －

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり －

別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり 別紙のとおり －

− − − − − − －

90.3 80 − − − − －

− − − − − − －

99.1 集計中 集計中 － － － －

7

陸上で発生し
た廃棄物の海
洋投入処分
量（万㌧）

8

アジア地域等
における水環
境ガバナンス
の強化と我が
国企業の水
処理技術の
海外展開の
促進

9

水環境中の
放射性物質
濃度測定実
施都道府県
数

10

海洋ごみ（漂
流・漂着・海
底ごみ）に関
する調査・研
究結果の把
握・共有

閉鎖性海域については、水質汚濁防止法に基づく総量削減基本方針等のもと、各海域の水質改善の状況を的確に把握し、水質保全を図って
きたところであり、当該水域の環境基準達成率は、対策の効果を把握するのに適した数値であるため、測定指標として選定したもの。

5

地盤沈下監
視を実施した
地域の内、
2cm/年を超
える地盤沈下
が発生してい
ない地域の割
合(％)

－ － 100 －
環境基本法第2条第3項で「地盤の沈下」は公害の一つとして位置付けられている。建築物等の基礎杭の許容応力度計算において年間2cmを
超える地盤沈下については負の摩擦力を考慮することが推奨された経緯から（旧建設省による通達、昭和50年住指発第2号）、測定指標とし
て選定したもの。

4

閉鎖性海域に
おける水質環
境基準の達
成率（ＣＯＤ、
全窒素、全り
ん）等（％）

－ － 100 －

3

地下水におけ
る水質環境基
準の達成率
（％）

－ － 100 －
環境基本法第16条に基づく環境基準は、「人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められた
ものであり、その達成率は人の健康の保護を図るうえで、地下水環境の状況を把握するものとして的確であるため、測定指標として選定した
もの。

水道法第4条に基づく水質基準は、「水道によって供給される水が備えなければならない水質上の要件」として定められたものであり、安全な
水道水を継続的に供給するうえで、水道水の水質の状況を把握するものとして的確であるため、測定指標として選定したもの。

6
水道水質基
準適合率
（％）

- H16 100 －

－ － 海岸漂着物等処理推進法等に基づき、海洋ごみの実態を把握し、その情報を国民に提供することは、海洋環境の保全に資する。

－ －
水循環基本計画（令和2年6月閣議決定）等に基づき、水環境の悪化が顕著なアジア地域等において、我が国の水環境行政に係る経験や技術の共有等を図ることで、当該地域における水環境ガバナンスの強化に資するとともに、我が国企業が有
する優れた水処理技術の海外展開を促進するなど、国際的な水環境問題の解決に寄与することを目標とする。

－ －
放射性物質の常時監視に関する検討会報告書（平成25年12月）において、公共用水域及び地下水の測定地点は日本全国をバランスよく監視できるよう選定することとされており、全都道府県において放射性物質濃度を測定することが必要である
ことから、測定指標として選定したもの。

測定指標 目標 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 達成
目標年度

0 －
赤泥は平成26年度末に海洋投入処分が終了し、平成27年度以降、海洋投入処分が行われる見込みはない。建設汚泥についても平成28年度末に海洋投入処分の許可期間が終了したため、平成30年度以降は、陸上で発生した廃棄物の海洋投入
処分量を0万トンとすることを目標とする。



(1)

水質汚濁防
止推進費
（平成22年
度）

1,2,9 004802 (5)
地下水・地盤
環境対策費
(平成19年度）

3,5 004809 (9)

海洋プラス
チックごみ総
合対策費（平
成19年度）

10 004814 (13)

水道水質・衛
生管理の対
策強化に係る
調査検討費
（平成17年
度）

6 002369 (17) － － －

(2)

閉鎖性海域・
湖沼環境対
策等推進費
（昭和53年
度）

2,4 004805 (6)

水環境に関す
る国際協力推
進費
（平成22年度
組替）

8 004810 (10)

良好な環境の
創出促進事
業
（令和5年度）

1,2 004818 (14)
PFAS対策推
進費
（令和5年度）

- 019682 (18) － － －

(3)

有明海・八代
海等再生評
価支援事業
費 （有明海・
八代海総合
調査評価委
員会経費を含
む）（平成19
年度）

4 004806 (7)

海洋環境に係
る条約対応及
び調査検討
事業費
（昭和61年
度）

7 004804 (11)

琵琶湖保全
再生等推進
費
（平成29年
度）

2 004819 (15)

水環境・土壌
環境に係る有
害物質リスク
検討調査費
(令和５年度)

1 004790 (19) － － －

(4)

豊かさを実感
できる海の再
生事業
（平成22年
度）

4 004807 (8)

ロンドン議定
書実施のため
の不発弾陸
上処理事業
（平成19年
度）

7 004813 (12)

環境管理技
術調査検討
費
（昭和50年度)
【関連R5-7、
関連R5-10】

1 004786 (16) － － － (20) － － －

目標達成が
出来なかっ
た要因、そ
の他施策の

課題等

関連する指標
行政事業
レビュー
事業番号

関連する指標
行政事業
レビュー
事業番号

達成手段
（開始年度）

関連する指標
行政事業
レビュー
事業番号

達成手段
（開始年度）

達成手段
（開始年度）

関連する指標
行政事業
レビュー
事業番号

達成手段
（開始年度）

関連する指標
行政事業
レビュー
事業番号

達成手段
（開始年度）

政策評価を行う過程
において使用した資
料その他の情報

【測定指標】

学識経験を有する者
の知見の活用

ＳＤＧｓ目標との関係

【主な目標】 

【副次的効果が期待される目標】 

評
価
結
果

（各行政機関共通区分）

次期目標等
への

反映の方向
性

【施策】

目標達成度
合いの

測定結果
（判断根拠）



４ 閉鎖性海域における水質環境基準の達成率（ＣＯＤ、全窒素、全りん）

基準値 目標値 年度ごとの目標値
年度ごとの実績値

基準年度 目標年度 ２９年度 ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 R５年度

－ － － － － － －

74.3
96.5

72.3
96.5

77.0
96.5

77.0
91.4

69.6
93.0

75.7
96.5

－ － － － － － －

66.7
100

66.7
100

66.7
100

66.7
100

66.7
100

66.7
100

－ － － － － － －

63.2
66.7

63.2
100

68.4
100

63.2
100

68.4
100

68.4
100

－ － － － － － －

43.8
85.7

50.0
85.7

62.5
85.7

62.5
85.7

56.3
71.4

50.0
85.7

－ － － － － － －

71/38/13 82/33/13 58/32/10 83/41/15 70/44/16 59/45/17

－

測定指標

瀬戸内海（大阪湾を除く）における水質環境
基準の達成率（％）(上段：ＣＯＤ、下段：全
窒素・全りん) － －

100

100

東京湾における水質環境基準の達成率（％）
(上段：ＣＯＤ、下段：全窒素・全りん)

－ －
100

100
－

大阪湾における水質環境基準の達成率（％）
(上段：ＣＯＤ、下段：全窒素・全りん)

－ －
100

100
－

赤潮の発生件数[件]
（瀬戸内海/有明海/八代海）

－ － － －

伊勢湾における水質環境基準の達成率（％）
(上段：ＣＯＤ、下段：全窒素・全りん)

－ －
100

100
－

別紙


